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来年度の予算議会が２月から行われます

デイサービス（通所介護）を３時間しか使っていないのに
利用料の請求は５時間分

区内事業者の対応介護報酬の特例措置とは、厚生労働省が２０

２０年６月から施設の新型コロナウイルスの感

染防止対策にあてるとして、特例措置で始めた

介護報酬の上乗せのことです。上乗せ分は利用

者の同意が必要となっていますが、利用者は上

乗せ分を含めた自己負担を支払います。事業者

はその後、上乗せして介護報酬を保険者（区）

に請求することができます。事業者に運営や方

針が任せられているので区内でも各事業者で運

用は変わります。事業者の中には区分支給限度

額いっぱいの利用者からは上乗せを請求しない

（保険者にも請求できません）とする事業者な

ど、個別の対応です。

一番の問題はこの感染防止の費用を国が公費

で負担しないことです。また、自治体での問題

は区が各事業者の対応を把握していないことで

す。これでは利用する事業者によって違いが出

てしまうことにもなり、保険制度を使う上で、

不公平です。品川区ではこうした状況のなかで、

独自給付を昨年決定しました。約３１００万円

の予算をつけ利用者負担分を区が負担をすると

いう内容です。

目黒区でも独自給付を行うべきです。

区内の事業者の対応について調査を行ってみま

すと、ある事業者は区分支給限度額に達しない場

合は利用者に同意を求めるとし、利用限度額を超

えてしまう場合（１０割負担になる）には徴収を

しない方向にしている。とのことでした。

日本共産党目黒区議団による
区への質問と回答

私たちは、定例会で質問行なってきました。１

２月に行われた、第４回定例会でもこの「介護報

酬上乗せの特例措置」について区長に品川区と同

様独自給付をするよう質問を行いました。

それに対し区長の答弁は負担分は独自に保持す

ることはしないとしました。必要に応じて注意喚

起を行うにとどまり、実態を掴むこともしないと

いう状況です。ぜひ、介護に携わっている方や利

用をしている方のお声をいただければと思います。

上記メールアドレスや

ホームページからも

お問い合わせができます。



※ホームページ一部抜粋 詳しくは区ホームページまで

議会要望・また、私が一般質問をしました。
「区内コロナの状況」がホームページに

掲載されています。

●区民のみなさんから要望が多かった新型コロナウイルスの区内状況の公表につ
いてですが、現在、ホームページにて公表されております。
※原則、毎週木曜日に公表内容を更新しているとのことです。

１・何でも相談 ■２月日程 場所・芋川ゆうき（星見てい子）事務所

※なんでも相談（直接お越しください） 住所：原町２－２２－１２

２月２・１６（火）午後７時～ ●２月２３日（火）は祝日にてありません

※無料法律相談 対面相談のみ ２月９日 午後７時～

２・区議団無料法律相談 場所：目黒区役所５階共産党控室

※２月１７日 （水） 午後２時～ 要TEL：090-4206-2048

●他公表項目としては
・新型コロナウイルス感染症における感染者数の推移
・性別・年代別感染者数累計
・目黒区内における検査数 などです。
また、数字は目黒区保健所が把握し対応したものであって、目黒区民以外を含
む数字です。（東京都の公表数とは異なる・また速報値にて変動の可能性有）


